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支
払
い
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、

保
険
年
金
課
・
支

所
・
出
張
所
で
国
民
年
金
の
加
入

手
続
き
と
併
せ
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務

所
（
外
町
）
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９

０
３
３
番

「
彦
」
の
交
付
期
間
は

５
月
31
日
㈫
ま
で

口市
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　

平
成
27
年
度
中
の
「
美
し
い
行

為
」
に
対
す
る
地
域
通
貨
の
交
付

期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

　

交
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
「
彦
」

を
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
期
間
内
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

交
付
窓
口　

ま
ち
づ
く
り
推
進

室
（
市
役
所
１
階
）、
支
所

交
付
期
限　

５
月
31
日
㈫

交
付
に
必
要
な
も
の　

平
成
27
年

度
の
美
し
い
ひ
こ
ね
創
造
活
動

報
告
書
（
桃
色
の
も
の
）、
印
鑑

※
活
動
報
告
書
を
紛
失
さ
れ
た
場

合
、
再
発
行
し
ま
す
。

ま
ち

づ
く
り
推
進
室
か
支
所
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

ま
ち
づ
く
り

推
進
室
☎
30-

６
１
１
７
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

医
療
費
の
お
知
ら
せ
を

送
付
し
ま
す

口市
保
険
年
金
課

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
、

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
送
付
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
通
知
は
、
同
じ
月
に
医
療

機
関
で
受
診
し
た
人
の
医
療
費
を
、

世
帯
ご
と
に
年
間
６
回
お
知
ら
せ

し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
が
負
担
し
て
い
る
保
険

料
な
ど
を
、
医
療
費
と
し
て
有
効

に
活
用
す
る
た
め
に
、
適
切
な
受

診
を
心
が
け
て
い
た
だ
く
よ
う
、

今
年
度
も
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
加
入
者
に
は
、
滋
賀
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
同
様
の

お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
の
医
療
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
加
入

の
医
療
保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課

☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

彦
根
年
金
事
務
所

　

20
歳
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

権
利
と
と
も
に
義
務
も
生
ま
れ
ま

す
。
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と

も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

国
民
年
金
と
は

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
ん
で

い
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
す
べ

て
の
人
が
加
入
し
て
、
老
後
の
所

得
保
障
の
ほ
か
、
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り

生
活
の
安
定
が
損
わ
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
み
ん
な
で
保
険
料
を

出
し
合
い
お
互
い
を
支
え
合
う
制

度
で
す
。

　

基
礎
年
金
の
半
分
は
国
庫
負
担

で
あ
り
、
現
在
20
歳
の
人
も
納
付

し
た
保
険
料
以
上
の
年
金
が
受
け

取
れ
ま
す
。
さ
ら
に
賃
金
や
物
価

の
変
動
に
合
わ
せ
て
年
金
額
が
改

定
さ
れ
ま
す
。

　

加
入
の
手
続
き
や
保
険
料
の
納

め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金
が
受
け
取

れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

必
ず
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を

行
い
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
の
支
払
い
猶
予
制
度

　

な
お
、
学
生
の
人
や
収
入
が
少

な
く
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人

の
場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
」、

「
納
付
猶
予
」
な
ど
の
保
険
料
の

必

　
　要

　
　書

　
　類

※1　運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写
真付）、マイナンバーカード（通知カードは不可）、
健康保険証（有効期限内のもの）などの写し（支
給対象者全員分）

※2　金融機関名、店名、口座番号、口座名義人（カナ）
がわかる通帳やキャッシュカードの写し

※3　申請時に在留期間が満了していないか確認してく
ださい。

▶本人確認書類※1
▶口座確認書類※2
●支給対象者が外国人住民の人は
　在留カード、特別永住者証明書などの写し※3

※窓口で申請する場合は、本人確認ができる書類を持参して
ください。

◀︎カクニンジャ

支給対象者　平成 27 年度臨時福祉給付金の
支給対象者（※１）のうち、平成２８年度中に
６５歳以上になる人（※２）

支給額　1 人　３０，０００円
申請期限　8 月 31 日㈬
※１　平成 27 年度臨時福祉給付金の支給対

象者は、平成 27 年度分市民税（均等割）が
課税されていない人。（課税されている人の扶養
親族などや生活保護制度の被保護者を除く）

※２　昭和 27 年 4 月 1 日以前に生まれた人
が対象

問い合わせ先　 臨時給付金支給室（木曜日は
19：00 まで　５月の土曜日のみ 9：00 〜 12：

00）☎ 0120-1528-90、FAX22-1398

高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
の申請受付をしています

　　

「高齢者向け給付金」を装う振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
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軽
自
動
車
税
・

固
定
資
産
税
の
ご
案
内

口市
税
務
課

納
付
書
の
発
送

　

平
成
28
年
度
の
軽
自
動
車
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納

税
通
知
書
お
よ
び
納
付
書
を
、
５

月
に
発
送
し
て
い
ま
す
。
期
限
内

の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

身
体
障
害
者
等
に
対
す
る

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
人
の
た
め

に
使
用
さ
れ
て
い
る
軽
自
動
車
な

ど
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
の
も

と
で
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
し

て
い
ま
す
。
１
人
の
障
害
者
に
つ

き
、
普
通
自
動
車
を
含
め
て
、
減

免
の
対
象
と
な
る
軽
自
動
車
な
ど

は
、
１
台
限
り
で
す
。　

▼
申
請
手
続

　

必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
５
月

24
日
㈫
ま
で
に

税
務
課
ま
た
は

支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
ま
た
は
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
、
療
育
手
帳
な
ど
）

※
障
害
の
級
な
ど
に
よ
っ
て
、
減

免
を
受
け
ら
れ
る
範
囲
が
決
ま

　

っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
納

税
通
知
書
に
同
封
の
文
書
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

②
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許
証

③
自
動
車
検
査
証
（
車
検
証
）
の
写

し
（
車
検
の
な
い
車
種
は
除
く
）

④
納
税
通
知
書
お
よ
び
納
付
書

⑤
印
鑑
（
認
印
）

⑥
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド（
通
知
カ
ー
ド
の
提
示
の
場

う
た
め
、停
電
を
実
施
し
ま
す
。ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　

５
月
22
日
㈰　

午
前
11
時

30
分
〜
午
後
２
時
30
分
（
予
定
）

場
所　

市
立
病
院
（
八
坂
町
）
全
館

停
電
中
の
お
願
い

▼
午
前
10
時
30
分
か
ら
午
後
３
時

30
分
ま
で
、
救
急
車
の
搬
送
受

け
入
れ
を
停
止
し
ま
す
。

▼
急
病
の
場
合
（
内
科
お
よ
び
小
児

科
）は
、休
日
急
病
診
療
所（
市
立

病
院
敷
地
内
、
く
す
の
き
セ
ン
タ
ー

１
階
☎
22-

１
１
１
９
番
）
の
利
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
照
明
が
非
常
用
電
灯
に
切
り
替

わ
る
た
め
、
院
内
全
館
が
暗
く

な
り
ま
す
。

▼
エ
ア
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫

な
ど
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

▼
一
部
の
ト
イ
レ
が
使
用
で
き
ま

せ
ん
。

▼
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
台
数
を
減
ら

し
て
運
転
し
ま
す
。

▼
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
は
営

業
し
ま
す
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
は

臨
時
休
業
と
な
り
ま
す（
売
店
は

営
業
し
ま
す
）。

▼
Ｘ
線
、
Ｃ
Ｔ
な
ど
一
部
の
医
療

機
器
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
病

院
総
務
課
☎
22-

６
０
５
０
番

（
内
線
３
５
１
９
番
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ

26-

０
７
５
４
番

合
は
、
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト

な
ど
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
）

※
生
計
を
同
一
に
し
な
い
介
護
者

が
運
転
す
る
場
合
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
か
ら
、
減
免
申
請
書
に

個
人
番
号
の
記
入
が
必
要
で
す
。

番
号
の
確
認
の
た
め
に
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
、
通
知

カ
ー
ド
を
提
示
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
☎
30

　

-

６
１
４
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１

３
９
８
番

地
産
地
消
の
た
め
の
野
菜
を

つ
く
る
生
産
者
を
支
援
し
ま
す

口市
農
林
水
産
課

　

地
産
地
消
を
推
進
す
る
た
め
に
、

市
内
の
学
校
給
食
や
病
院
給
食
な

ど
で
消
費
さ
れ
る
野
菜
を
つ
く
る

市
内
生
産
者
が
、
農
業
用
機
械
や

パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の
新
設
な
ど
に
よ

り
生
産
・
出
荷
量
を
増
や
す
場
合

に
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

助
成
額　

①
学
校
給
食
向
け
野
菜
出
荷
の
取

り
組
み
は
、
最
高
２
分
の
１

② 

①
以
外
の
取
り
組
み
（
病
院
給

食
や
「
地
産
地
消
の
店
※
」
へ
の
野

菜
の
出
荷
）
は
、
最
高
４
分
の
１

※
他
の
助
成
（
国
、
県
や
彦
根
市
）

と
併
せ
て
、
市
の
助
成
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※「
地
産
地
消
の
店
」　

湖
東
定
住

自
立
圏
地
産
地
消
推
進
協
議
会

が
認
め
た
事
業
者
で
、
地
元
食

材
の
消
費
拡
大
に
協
力
す
る
店

舗
の
こ
と
で
す
。

対
象
者　

市
内
で
野
菜
の
生
産
と

出
荷
の
実
績
が
あ
る
農
業
者
で
、

次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
を
満

た
す
人

①
個
人
の
農
業
者

②
生
産
者
グ
ル
ー
プ
や
営
農
組
織

（
法
人
を
含
む
）

対
象
経
費　

事
業
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
に
必
要
な
農
業
用
機

械
や
施
設
な
ど
の
導
入
経
費

受
付
期
間　

５
月
16
日
㈪
〜
６
月

15
日
㈬

事
業
の
採
択　

申
込
者
が
多
数
の

場
合
は
、
事
業
の
効
果
が
よ
り

高
い
と
認
め
る
も
の
を
優
先
し

て
採
択
し
ま
す
。
な
お
助
成
金

の
交
付
は
予
算
の
範
囲
内
で
す
。

そ
の
他　

対
象
事
業
や
対
象
者
の

要
件
、
助
成
率
な
ど
の
詳
細
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
確
認
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

農
林
水
産
課

☎
30-

６
１
１
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

９
６
７
６
番

停
電
の
ご
案
内
と
お
願
い

市
立
病
院

　

法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

年
１
回
の
電
気
設
備
の
点
検
を
行

荒神山付近の宇曽川と曽根沼公園一帯
などで、清掃活動を行います。
日時　５月22日㈰ 9：00 〜11：00
（受付8：30〜）※雨天中止（当日7：00
に決定します）

集合場所　 子どもセンター前広場
（日夏町）
持ち物　清掃活動しやすい服装、飲料
水など
その他　駐車場の混雑が予想されます。
できるだけ乗り合わせてお越しくだ
さい。また、 荒神山自然の家入り
口側の駐車場をご利用ください。
問い合わせ先　 清掃センター☎
22-2734、FAX24-7787

ごみゼロ大作戦
〜荒神山周辺をきれいにしよう〜


